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○ 取扱い 

 扁桃炎に対する外用鎮痛消炎剤(パップ剤、テープ剤)の算定は、原則と

して認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 扁桃炎は、扁桃に細菌やウイルスが感染し炎症を起こす疾患である。 

 原因菌が細菌の場合は、抗菌薬による治療が行われ、疼痛や発熱に対し

ては非ステロイド性消炎鎮痛剤の内服薬や注射薬等で症状を緩和させる。 

 非ステロイド性消炎鎮痛剤のうち、外用鎮痛消炎剤は、主として運動器

疾患及び外傷に対して有用性が認められているが、扁桃炎はこれらの疾患

に該当しない。 

 以上のことから、扁桃炎に対する外用鎮痛消炎剤(パップ剤、テープ剤)

の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


